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医療従事者の皆さんありがとうございます
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平素から、法人会活動に格別のご理解ご協力を賜り、厚く御礼を申し上げます。新型コロナウイ
ルス感染症によりお亡くなりになられた方々にお悔やみと治療に専念されております方々に対しまし
て、心よりお見舞いを申し上げます。また、日々感染症と闘っていらっしゃる医療・看護関係者の皆
様に対して、この場をお借りして感謝を申し上げます。そして会員様の中には、ご事業に多大な影
響を及ぼしていることとお察し申し上げます。
新型コロナウイルス感染防止の緊急事態宣言下での外出自粛要請や休業要請等から解放され、経

済活動が再開されたことはたいへん喜ばしいことではございますが、第 2波の不安を抱えながらソー
シャルディスタンスといわれる新たな生活様式を取り入れなければならない社会が訪れています。
豊島法人会では、Withコロナ・Afterコロナ社会における地域の役割を理解し、どんな地域社会

にしていきたいのか、ポジティブな未来を描き、それを実現する活動を展開することこそが、公益
社団法人として大切だと思っております。全ての活動が私たちの生活と生業につながるものであり、
家族・企業、そして地域社会のためのものでもあります。
豊島法人会では、10月 20日に「創立 70周年記念式典」、12月 4日には「池上彰氏をお招きして
大講演会」を開催いたします。事業の開催に当たりまして、密閉、密集、密接の 3密を避け参加人
数を制限するなど、適切な感染防止対策を徹底いたしますので、各事業へのご理解、ご参加をよろ
しくお願い申し上げます。
最後に、暑さも日ごとに厳しくなってきております。熱中症対策はもちろんですが、どうぞお体に
気を付けていただき、元気でお過ごしください。そして、皆様のますますのご健勝とご事業の発展
をご祈念申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。

会長あいさつ

With コロナ・After コロナ社会における豊島法人会の役割

豊島法人会会長 南山 幸弘



4 当会ホームページ「活動報告」がリニューアルしました。

公益社団法人豊島法人会は北京市朝陽区と共同で、新型コロナウ

イルス感染症対策に役立ててほしいとの思いを込め、豊島区にマスク

5,000枚、医療用グローブ 2，000組を寄付させていただきました。

5月 26日に南山幸弘会長、加藤直光総務委員長、月井幸夫青年部

会副部会長、西脇和紀、田中恒青年部会幹事の 5名が豊島区役所に訪

問し寄付。高野区長からは感謝状が直接手渡されました。
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◉豊島法人会

高野区長から感謝状をいただきました

区にマスク・医療用グローブを寄付

新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

緊急経済対策における税制上の措置

【適用時期】
　特例法の施行日（令和２年４月30日）以後に確定申告
書の提出期限が到来する課税期間について適用されます。

５  中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の措置のため、
厳しい経営環境に直面している（※）中小企業者等に対し
て、令和３年度課税の１年分に限り、償却資産と事業用家
屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を２分の１
又はゼロとする措置が講じられます。
（※）�令和２年２月～10月までの任意の３カ月間の売上高

が、前年の同期間と比べて、
30％以上50％未満減少している者 ２分の１

50％以上減少している者 ゼロ

【適用時期】
　令和３年１月31日までに、認定経営革新等支援機関等
（税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持
つ支援機関など（税理士、公認会計士、弁護士など））の
認定を受けて各市町村に申告した者に適用されます。

６  生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措
置の拡充・延長

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に
設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、生産性
革命の実現に向けた償却資産に係る固定資産税の特例措置
について、適用対象を拡充した上で、生産性向上特別措置
法の改正を前提に、令和５年３月31日まで適用期限が２
年間延長されます。

適用要件
▷対象資産に、事業用家屋と構築物を追加
・事業用家屋は取得価額の合計額が300万円以上の先端設
備等とともに導入されたもの
・構築物は旧モデル比で生産性が年平均１％以上向上する
一定のもの
※事業用家屋・構築物ともに、中小事業者等の認定先端設
備導入計画に位置付けられたもの

▷生産性向上特別措置法の改正を前提に令和４年度までの２
年間に限り延長（令和５年３月31日まで）

７ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税措置
　公的金融機関や銀行等が、新型コロナウイルス感染症で
経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る
消費貸借に関する契約書のうち、令和３年１月31日まで
に作成されるものについて、印紙税が非課税となる措置が
講じられます。
　なお、特別貸付けとは、当該機関が行う他の金銭の貸付
け条件に比し特別に有利な条件で行うものをいいます。
（注）�施行日の前日（令和２年４月29日）までに作成され

たものにつき印紙税が納付されている場合には、当
該納付された印紙税については、過誤納金とみなし
て還付されます。

８ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
　新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延
等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期
日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には
期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられる
よう、適用要件が見直されました。

適用要件
⑴　住宅ローン控除の控除期間13年間の特例措置
　（入居期限：令和２年12月31日⇒令和３年12月31日）
　①�　注文住宅の新築は令和２年９月末、分譲住宅、既存住

宅の取得や、増改築等は令和２年11月末までに契約が行
われていること

　②�　新型コロナウイルス感染症の影響で、注文・分譲・既
存住宅又は増改築等の住宅への入居が遅れたこと

⑵　既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件
（取得日から６カ月以内⇒増改築等完了の日から６カ月以内）
　①�　既存住宅取得の日から５カ月後まで、又は関連税制法

の施行の日（令和２年４月30日）から２ヵ月後まで、い
ずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること

　②�　取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コ
ロナウイルス感染症の影響で、増改築等後の住宅への入
居が遅れたこと

９ その他の項目
・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の特例措
置の延長

　自動車税、軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減す
る特例措置の適用期限が６カ月延長され、令和３年３月
31日までに取得した自家用乗用車（登録車・軽自動車）
について適用されます。

・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用
要件の弾力化

　耐震基準不適合既存住宅を取得後に耐震改修した場合の
不動産取得税の特例措置について、当該住宅をその取得の
日から６月以内に入居できなかった場合でも、一定の要件
を満たせば、令和３年度末（令和４年３月31日）までの
入居分については、当該特例措置を適用できるなど所要の
措置が講じられます。

・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対す
る払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用

　政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツイベント
を中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを
請求しなかった場合には、一定の条件のもと、放棄した金
額について、寄附金控除（所得控除又は税額控除）の対象
となりました。

公益財団法人

全国法人会総連合
〒160-0002　新宿区四谷坂町5-6
FAX：03-3357-6682

 （公財）全国法人会総連合 

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6 

ＦＡＸ：03-3357-6682 

全法連ホームページ 

新型コロナウイルスに関する対策リンク集 

 （公財）全国法人会総連合 

〒160-0002 新宿区四谷坂町 5-6 

ＦＡＸ：03-3357-6682 

全法連ホームページ 

新型コロナウイルスに関する対策リンク集 

令和 2年 4月 30日に「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法

律」等が国会で成立し、感染症及びその蔓延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている事業者等に対し、

緊急に必要な税制上の措置が講じられました。

１　納税の猶予制度の特例

４　消費税の課税選択の変更に係る特例

７　特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税措置

２　欠損金の繰戻しによる還付の特例

５　中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置

８　住宅ローン控除の適用要件の弾力化

３　テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

６　生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

９　その他の項目

・自動車税、軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の特例措置の延長

・耐震改修した住宅に係る不動産取得税の特例措置の適用要件の弾力化

・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
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公益社団法人移行後第 9回目となる通常総会を、6月 15日午

後 4時よりホテルメトロポリタン３階「富士」において、総勢

112名のご出席をいただき開催しました。

今年は、コロナ禍の中、ソーシャルディスタンスを保ち、マス

クの常時着用、受付・会場内数か所にアルコール除菌スプレーを

設置するなど新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いなが

らの総会となりました。

冒頭、青年部会の河内部会員及び女性部会の森会計幹事の司会

より本総会が定足数を満たして定款第 16条第 1項により有効に

成立したことが宣言されました。

大石副会長による開会の辞、南山会長による挨拶につづいて、

会長表彰及び会長感謝状の贈呈が行われ、入会勧奨活動に顕著な

実績をあげられた会員、厚生会社の方々、支部・委員会・部会の

活動に顕著な功績または実績を上げられた方々に南山会長より贈

られました。（表彰を受けた方々のお名前については下記に記載）

議事に先立ち、定款第 14条の定めにより南山会長が議長に選

出されました。

議事に入り、決議事項「第１号議案　2019年度収支決算報告

承認の件」を上妻常任理事が説明し、若林監事から監査報告を行

い、満場一致で承認されました。

次に、報告事項として「2019年度事業報告」「令和 2年度事業計

画」「令和 2年度収支予算」が説明され、議事はすべて終了。天沼

副会長の閉会の辞をもって第 9回通常総会は無事終了しました。

第 9 回通常総会 会長表彰・会長感謝状等名簿（敬称略）
1. 会長表彰	 入会勧奨活動に顕著な実績のあった上位10位の支部、地区及び部会

大同生命保険 ㈱：岩城 千春・鎌田 成美・渡邊 佳奈子・秋山 満里子・石井 富代・大久保 直子・大野 智子
AIG 損害保険 ㈱：山本 圭造・田中 伸幸・片岡 洋子

4. 会員増強に顕著な実績のあった厚生制度推進員

理事　加藤 壽男

勇退理事（敬称略）

決議事項は満場一致で承認
―第 9 回通常総会―

挨拶する南山会長

代表として会長表彰を受ける大西理事

目白一・二丁目地区 地区長：大西 由美
南大塚一・二丁目地区 地区長：岩田 啓子
東池袋二丁目地区 地区長：庄司 佳子
南池袋三・四丁目地区 地区長：大塚 俊仁

雑司が谷三丁目地区 地区長：松尾 欽彌
千早一丁目地区 地区長：鈴木 義人
青年部会 部会長：浦野 静夫

経営研究会 代　表：岩松 力
池袋二丁目第二地区 地区長：谷口 嘉章
長崎三～六丁目地区 地区長：小泉 裕克

2. 会長感謝状	 支部・委員会及び部会の事業活動に顕著な功績、実績

東池袋南池袋支部 鈴木 晃代 ㈱ 鈴木屋
東池袋上池袋支部 笠原 オリエ 笠原新晃 ㈱
池袋西口支部 藤森 俊晴 ㈱ 藤森電機製作所
大塚西巣鴨支部 阿部 高志 ㈱ フレンドシップインターナショナル
巣鴨駒込支部 森永 鈴江 ㈲ 美鈴
高田支部 小林 伸行 小林伸行司法書士事務所
長崎支部 大竹 延幸 ㈲ ダイコー理化
組織委員会 堀口 富美子 ㈱ サニフット

厚生委員会 悠稀 智恵 Chie drama studio 合同会社
事業委員会 亀谷 悦代 エクスプローラー ㈱
社会貢献委員会 佐藤 大輝 舘ネーム店
広報委員会 渡邉 玲子 ㈲ 京友会調理士紹介所
IT 委員会 梅村 信敏 梅村税務会計事務所
青年部会 八重 柏 善 ㈱ フラッグ
女性部会 井上 立子 井上立子税理士事務所
経営研究会 齋藤 真喜子 maki-co

3. 会員増強に功績のあった会社
大同生命保険 ㈱ 池袋支社長 : 山口 貴志
AIG 損害保険 ㈱ 東京第二プロチャネル営業部営業第二課課長：竹村 芳孝
アフラック生命保険株式会社 東京第一支社長： 東内 修司



6 当会ホームページ「活動報告」がリニューアルしました。

時間・内容等変更となる場合がございます。
詳しくは豊島法人会WEBサイトをご覧くだ
さい。

•別途、会員の皆様へは、9月中旬ごろにご案内を
　送らせていただきます。
•都合により中止となる場合がございます。

会員の皆様へ

公益社団法人豊島法人会
創立 70 周年記念式典・祝賀会のご案内

2020 年 10 月 20 日（火）
ホテルメトロポリタン

3 階 富士の間
豊島区西池袋 1-6-1（TEL 03-3980-1111）



7 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

〒114-0023
北区滝野川３-２-６
tel 03-5394-7100
http://erugonikes.co.jp

オフィス・店舗・住宅
　文化・教育施設
     　
　　   設計施工

一級建築士のいる
 デザイン事務所

奈良ホテルに宿泊

箱根富士屋ホテルから始まったクラシックホテル宿泊研修
は、東京近郊から飛び出し、西の迎賓館と呼ばれる奈良ホテ
ルにて行われました。この度の宿泊研修は新型コロナウイルス
感染防止策を講じたうえで実施され、17名が参加されました。
ホテルは奈良公園に隣接し東大寺、春日大社といった有名な観
光地にも近く参加者の方々は思い思いの観光地を訪れたようで

す。ホテルの副総支
配人の方にホテルの
110年に及ぶ歴史、
建物の設計をされた
辰野金吾の設計のエ
ピソード、ロビーや
ラウンジに展示されている日本画のこと、そして宿泊された
オードリー・ヘップバーンなどの有名人とのエピソードを話し
ていただきました。 記：研修税務委員長　加古 博昭

3
日㊊

15
16

◉豊島法人会

宿泊研修旅行会
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このキャッシュレス決済を使うメリットは ① 現金を持たな
くても支払うことができる　② 支払履歴が残る　③ 精算が早
く終わる　④ ポイント還元などがあげられます。

今回は、最近若年層を中心に増加しているスマートフォン（以
下スマホ）を使用した QR コード決済の体験記です。取材協力
は、法人会の会員企業「エニ－タイムとみざわ」にお願いしま
した。

スマホ決算アプリ「PayPay（ペイペイ）」体験記

第２回は、キャッシュレス決済となります。今やクレジット
カードで税金も支払える時代（手数料は発生します）です。
ひと口にキャッシュレス決済といっても、次のような種類・
特徴があります。

使用する事前準備として、スマホに決済アプリ（PayPay を
使用）をダウンロードし、個人情報を入力。次にチャージなの
ですが、提携の銀行やクレジットカードからチャージが出来る
ようになっています。とりあえず、銀行から PayPay へ 2,000
円チャージ。

お店で買い物（1,440 円購入）をして、いざ支払いです。知っ
ているお店とはいえ、少しドキドキ。

お店に PayPay で支払いたい旨をつげて、スマホのアプリ
を起動します。通常レジの近くにある支払用のＱＲコードをア
プリのスキャンで読み取ります。すると、スマホ画面に会社名
がでてきました。支払金額をいれる欄があるので、そこに1,440
円を入力。お店の方にスマホの画面を見せて金額の確認を行っ
た後、スマホ画面の「支払」をタッチ。支払い完了です。

説明を受けながらで数分かかりましたが、次回は数十秒で支
払いが完了するでしょう（ちなみに店舗側が、購入者のスマホ
からバーコードを読み取って行うやり方もあります）。

利用者側の立場で書きましたが、そのうち取材して導入側の
メリットデメリットもうかがえたらと思っています。

前払い型 後払い型 即時払い

電子マネー
（ 交通系や流通系の

IC カード型）

QR/ バーコード
（ スマートフォンを

使用）

クレジット
カード

デビット
カード

IT 委員会
コラム

第 2 回

〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-12-8

お手伝いに集まっていただいた皆様

6月 6日 JR目白駅前広場にて高田支部主催による献血活動

が行われました。例年ですと近隣の小中学生が「呼びかけボラ

ンティア」をしてくれているのですが、今年はありません。日

本赤十字社の新型コロナウイルスに対する取り組みを行っての

実施となりました。

コロナ騒動の影響で献血者数が激減し、血液がひっ迫して

おり、6月に行うことは大変意義のあることという思いでの開

催でした。そのような中、千登世橋中学校生徒 2名からボラン

ティア参加希望の申

し出があり、高田支

部会員、会長、副会

長も応援に駆け付け

ていただき、献血申

し込み 55名、献血 41名と、高田支部献血としてはかつてな

い献血実績となりました。皆さまの意識の高さを実感した 1日

でした。ご協力いただいた皆様本当にありがとうございました。

 記：高田支部長　大渕 信之

6
土
6

◉高田支部

目白駅前献血

記：IT 委員　大塚 俊仁



9 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

要 件：新型コロナウィルス感染症の影響により、最近 か月の売上高が前年
または前々年の同期と比較して 以上減少していること

融資限度額：１，０００万円（別枠）
融 資 利 率：０．３１％（固定金利）
※当初 年間 から▲ 引下げ 年経過後は通常利率
※一定の要件を満たすことで、特別利子補給制度が適用されます

無担保無保証低金利の融資使いませんか？

（小規模事業者経営改善資金）

融資上限

返済期間

金 利

２，０００万円
運転７年・設備１０年
１ ２１％

年 月 日現在 市況により変動

＊従業員数等の企業規模の要件がございます。また、審査の結果ご希望に沿えない場合もございます。
＊融資上限額・返済期間の取り扱いは、 年 月 日の日本政策金融公庫受付分までです。

マル経融資

．０３－５９５１－１１００
豊島区西池袋 としま産業振興プラザ ・ 階

ご相談・お問い合わせ

※会員・非会員問わずご利用できます

新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえた特例

法人・個人事業主ともに
使えます。保証協会の保
証は不要です。
まずはお問い合わせを！

詳しくはお問い合わせ下さい

新入会員紹介
法人名

業　種

所在地

URL

PR 文

株式会社 Lofty
工事業

豊島区東池袋 3-1-1	サンシャイン 60　45 階

https://loftydesign.jp/　　　　　 03-5972-4298

理美容室（床屋）専門の店舗デザイン・設計会社です。
お借入れ相談から、理美容器具機材までトータルサポート致します。

代表者名 大畑	望

電　話

詳細はHPを詳細はHPを
Check !Check !

詳細はHPを
Check !

詳細はHPを詳細はHPを
Check !Check !

詳細はHPを
Check !

9 月スタート

★★

法人名

業　種

所在地

PR 文

株式会社 落合
飲食業

170-0014	東京都豊島区池袋 2丁目 8-2

http:// 落合亭 .com/　　　　　　https://www.facebook.com/ochiaitei/

2020 年 6 月に「池袋落合亭」をオープンしました。オムライスを中心に
ご提供しておりますが、池袋東口本店〈トラットリアコンアマーレ〉の坂
本シェフ監修によるおつまみやメイン料理もご用意しておりますので「お
酒を楽しむ場所」としても幅広くご利用いただけます。

代表者名 落合	宏美

URL facebook

『書道教室』開催のお知らせ

書道家の春流・破留（ハル）白鳥正人先生を招き、書道教室を開催いたします。

　9月からの第 2・第 4水曜日の 13：00～ 17：00

通信教育をメインとしつつ、ご来館して頂き先生からの直接指導も可能です。
写経、毛筆、硬筆、季節のトレンドの 4つの中から好きなコースを選び、受講することができます
（※途中のコース変更も可能です。）年に一度、発表会の開催も予定しております。

詳細につきましては同封のチラシをご覧ください。



10 当会ホームページ「活動報告」がリニューアルしました。

➣ 新型コロナウイルスの影響で、期限までに申告・納付等ができ
ないやむを得ない理由がある場合、柔軟に確定申告書を受け付け
ることとしています。

➣ 納税者や関与税理士が新型コロナウイルスに感染したケースに
限らず、感染拡大防止の取組により外出自粛を行っているケース
などもやむを得ない理由に該当します。

➣ 申告・納付期限の前だけでなく、その期限を過ぎた後でも申請
を行うことが可能です。

➣ 申請する場合、必ずしも申請書等を提出する必要はなく、申告
書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」
である旨を付記するか、 をご利用の方は所定の欄にその旨
を入力していただくなど簡易な手続で申請できます。

➣ ご質問・ご不明な点は、最寄りの税務署にお問合せください。

法人番号

国国税税庁庁  

新型コロナウイルス感染症の影響で
期限までに申告・納付が難しい方は
簡易な手続で期限延長が可能です

（法人・個人の全ての方が対象）

Ｑ 申告・納付の期限が延長できるの？

Ｑ やむを得ない理由とは？

Ｑ いつまでに申請すればいいの？

Ｑ 申請の手続は？

令和２年４月

　例年開催している、決算法人説明会及び新設法人説明会等の説明会については、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、
現在開催を見合わせております。再開する際には公益社団法人豊島法人会のホームページ（http:www.tochimahoujinkai.
or.jp）にてお知らせいたします。個別にご相談をされたい方は、豊島税務署（℡：03-3984-2171）までお問い合わせください。



11 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

                     
－東京都豊島都税事務所からのお知らせ－ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方に対する徴収猶予の制度 

 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり、、以以下下ののよよううななケケーーススにに該該当当すするる場場合合はは、、徴徴収収猶猶予予のの制制度度ががあありりまますす。。  

・・新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響でで、、収収入入がが大大幅幅にに減減少少ししたた  

・・納納税税者者ごご本本人人又又はは生生計計をを同同じじににすするるごご家家族族がが病病気気ににかかかかっったた  

・・消消毒毒作作業業ななどどでで、、備備品品やや棚棚卸卸資資産産をを廃廃棄棄ししたたななどど、、財財産産にに相相

当当なな損損失失がが生生じじたた  

  

●●対対    象象：：全全ててのの都都税税  

      （（自自動動車車税税環環境境性性能能割割、、狩狩猟猟税税をを除除くく））  

●●猶猶予予期期間間  ：：１１年年間間  

●●延延   滞滞   金金  ：：全全額額免免除除  

●●担担    保保  ：：不不要要  

●●手手   続続   きき  ：：申申請請手手続続ききがが必必要要でですす。。  

  例例ええばば・・・・・・ 

詳詳細細はは豊豊島島都都税税事事務務所所  徴徴収収課課ににごご相相談談くくだだささいい。。  

００３３--３３９９８８１１--１１２２１１１１（（代代））  

【【申申告告期期限限のの延延長長手手続続ききににつついいてて】】  

豊豊島島都都税税事事務務所所事事業業税税課課法法人人事事業業税税班班  

【【徴徴収収猶猶予予制制度度、、延延滞滞金金ににつついいてて】】  

豊豊島島都都税税事事務務所所徴徴収収課課  

 

東京都都税条例第17条の２第２，３項に基づくものと、 

地方税法第 72 条の 25 第 2 項、又は 4 項に基づくものの

２種類の延長申請書があります。 

それぞれ、提出の様式や、延長の申請期限、延長できる

期限、対象となる申告等が異なります。 

申告はできるが、感染症の影響による売り上げの減少等

で、納税はできないという場合は、納税が困難な方に対す

る猶予制度がございます。 

 

詳細は東京都主税局ホームページをご覧いただくか、豊

島都税事務所にお問い合わせください。 

【法人事業税・法人都民税】新型コロナウイルス感染症の影響により、 

期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて 
 
法法人人事事業業税税及及びび法法人人都都民民税税のの災災害害延延長長のの手手続続ききにに関関ししてて、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよ

りり、、そそのの期期限限ままででにに申申告告等等ががででききなないいややむむをを得得なないい理理由由ががああるる場場合合ににはは、、22 種種類類のの申申告告期期限限のの延延長長
制制度度ががあありりまますす。。  

 

次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないこ

とや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社におい

ても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合

わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。 

➀➀  法法人人のの役役員員やや従従業業員員、、関関与与税税理理士士等等にに新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症  

にに感感染染ししたた方方ががいいるるこことと  

②②  体体調調不不良良にによよりり外外出出をを控控ええてていいるる方方ががいいるるこことと  

②②  平平日日のの在在宅宅勤勤務務をを要要請請ししてていいるる自自治治体体ににおお住住いいのの方方ががいいるるこことと  

③③  感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ企企業業のの勧勧奨奨にによよりり在在宅宅勤勤務務等等ををししてていいるる方方がが  

いいるるこことと  

④④  感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ外外出出をを控控ええてていいるる方方ががいいるるこことと  

  

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・

納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限

の延長が認められます。 

＜＜対対象象法法人人（（ややむむをを得得なないい理理由由にに該該当当すするるケケーースス＞＞  ＜＜申申告告期期限限延延長長手手続続ききににつついいてて＞＞  

0033--33998811--11221111（（代代））  

東京都主税局 
新型コロナ関連 
ホームページ 
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＜＜対対象象法法人人（（ややむむをを得得なないい理理由由にに該該当当すするるケケーースス＞＞  ＜＜申申告告期期限限延延長長手手続続ききににつついいてて＞＞  

0033--33998811--11221111（（代代））  

東京都主税局 
新型コロナ関連 
ホームページ 

                     
－東京都豊島都税事務所からのお知らせ－ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な方に対する徴収猶予の制度 

 新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよりり、、以以下下ののよよううななケケーーススにに該該当当すするる場場合合はは、、徴徴収収猶猶予予のの制制度度ががあありりまますす。。  

・・新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響でで、、収収入入がが大大幅幅にに減減少少ししたた  

・・納納税税者者ごご本本人人又又はは生生計計をを同同じじににすするるごご家家族族がが病病気気ににかかかかっったた  

・・消消毒毒作作業業ななどどでで、、備備品品やや棚棚卸卸資資産産をを廃廃棄棄ししたたななどど、、財財産産にに相相

当当なな損損失失がが生生じじたた  

  

●●対対    象象：：全全ててのの都都税税  

      （（自自動動車車税税環環境境性性能能割割、、狩狩猟猟税税をを除除くく））  

●●猶猶予予期期間間  ：：１１年年間間  

●●延延   滞滞   金金  ：：全全額額免免除除  

●●担担    保保  ：：不不要要  

●●手手   続続   きき  ：：申申請請手手続続ききがが必必要要でですす。。  

  例例ええばば・・・・・・ 

詳詳細細はは豊豊島島都都税税事事務務所所  徴徴収収課課ににごご相相談談くくだだささいい。。  

００３３--３３９９８８１１--１１２２１１１１（（代代））  

【【申申告告期期限限のの延延長長手手続続ききににつついいてて】】  

豊豊島島都都税税事事務務所所事事業業税税課課法法人人事事業業税税班班  

【【徴徴収収猶猶予予制制度度、、延延滞滞金金ににつついいてて】】  

豊豊島島都都税税事事務務所所徴徴収収課課  

 

東京都都税条例第17条の２第２，３項に基づくものと、 

地方税法第 72 条の 25 第 2 項、又は 4 項に基づくものの

２種類の延長申請書があります。 

それぞれ、提出の様式や、延長の申請期限、延長できる

期限、対象となる申告等が異なります。 

申告はできるが、感染症の影響による売り上げの減少等

で、納税はできないという場合は、納税が困難な方に対す

る猶予制度がございます。 

 

詳細は東京都主税局ホームページをご覧いただくか、豊

島都税事務所にお問い合わせください。 

【法人事業税・法人都民税】新型コロナウイルス感染症の影響により、 

期限までに申告等をすることが困難な場合の手続きについて 
 
法法人人事事業業税税及及びび法法人人都都民民税税のの災災害害延延長長のの手手続続ききにに関関ししてて、、新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症のの影影響響にによよ

りり、、そそのの期期限限ままででにに申申告告等等ががででききなないいややむむをを得得なないい理理由由ががああるる場場合合ににはは、、22 種種類類のの申申告告期期限限のの延延長長
制制度度ががあありりまますす。。  

 

次のような方々がいることにより、通常の業務体制が維持できないこ

とや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社におい

ても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合

わず、期限までに申告が困難なケースなども該当します。 

➀➀  法法人人のの役役員員やや従従業業員員、、関関与与税税理理士士等等にに新新型型ココロロナナウウイイルルスス感感染染症症  

にに感感染染ししたた方方ががいいるるこことと  

②②  体体調調不不良良にによよりり外外出出をを控控ええてていいるる方方ががいいるるこことと  

②②  平平日日のの在在宅宅勤勤務務をを要要請請ししてていいるる自自治治体体ににおお住住いいのの方方ががいいるるこことと  

③③  感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ企企業業のの勧勧奨奨にによよりり在在宅宅勤勤務務等等ををししてていいるる方方がが  

いいるるこことと  

④④  感感染染拡拡大大防防止止ののたためめ外外出出をを控控ええてていいるる方方ががいいるるこことと  

  

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・

納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限

の延長が認められます。 

＜＜対対象象法法人人（（ややむむをを得得なないい理理由由にに該該当当すするるケケーースス＞＞  ＜＜申申告告期期限限延延長長手手続続ききににつついいてて＞＞  

0033--33998811--11221111（（代代））  

東京都主税局 
新型コロナ関連 
ホームページ 
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上記

上記

受診予備期間
　　　2～3月

受診予備期間
　　　　2月

ファックス
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今回のコロナの影響により世界中が混乱、そして経済

的にも大幅な悪化となりました。

私は飲食店（東池袋１「トラットリアン コンアマーレ」）

を経営していますが、東京都からの営業自粛の要請に従

い時短の営業を続けていましたが、お客様は来店できる

状態になく、どん底の売上を 1 円でも多く稼ぐ為「テイ

クアウト」「来れないならば自転車でお届けする作戦」「イ

タリアンセットの全国配送」と無我夢中な日々でした。

自転車でのお届けは近隣様限定とさせていただきまし

たが、雑司ヶ谷や大塚、巣鴨方面からも多くのお客様が

ご注文下さいました。そして何よりも励まされたのが、

商品をお届けする際に「お客様の顔、笑顔」が見れるこ

とです。中には一人暮らしのご高齢の女性は自粛で外出

できない為、お届けに伺った際、涙をこぼしながら「あ

りがとう、ありがとう」と仰りました。その言葉に私も

涙し、「きっともう少しです、頑張りましょう」としか

言えませんでした。皆様の応援で有難く売上が多少回復

するも、一番心に感じたことは何より人と会えることの

このたびの新型コロナウイルス感染症に罹患された皆さ

ま、感染拡大により事業活動、生活に影響を受けられた皆さ

まに謹んでお見舞い申しあげます。

新型コロナの影響で 2 月頃から豊島法人会の各種会合やイ

ベントが中止となりました。

地域でも小中学校等の卒業式や入学式が中止・規模縮小と

なり、さらに学校が休校となり、児童・生徒も自宅待機とい

う厳しい状況がつづき、6 月に入って学校は再開されました

が、感染防止に重点を置いた学校運営が年内は継続され運動

会等の開催も制限されるようです。

4 月 7 日には感染が拡大している東京、大阪等の七都府県

に「緊急事態宣言」が発出され、不要不急の外出自粛要請が

出され、東京都の「感染拡大防止協力」の要請により池袋駅

周辺の飲食店舗や百貨店等の大型商業施設も営業短縮、休業

により都心への人出は激減しました。

4 月、5 月と外出自粛や自宅でのテレワーク生活が長期化

するなか、Web 会議ツール（Zoom）を利用したオンライン会

議やリモート飲み会が急速に浸透し、ビジネスの環境の大き

な転換点を感じました。

5 月 27 日に緊急事態宣言が解除されましたが、6 月に入っ

ても日々感染者が報告され、収束したとの安心感のない状況

が続きますが、3 密を避け、ソー

シャルディスタンスを確保し、

手洗いとマスク着用等の感染を

防ぐ取り組みを継続し、この新

型コロナウイルスの一日も早い

終息を願うと共に、皆さまの安

全とご健康を心よりお祈り申し

あげます。

喜び、そして触れること

のできない寂しさです。

今回の件で今一度商

売する決意をした 20 年前を振り返りました。

～私は接客業としてお客様に従事し、笑顔で過ごせる

空間作りに精進すること～

コロナの影響はまだまだ計り知れない時期ですが、今

自分にできること。そして手を取り合い助け合うこと。

笑顔で過ごすことを常に心に持ち、この時期だからこそ

日々の経験を自分の力に変えてゆきたいと思います。

池袋の街はとても穏やかで元気のある大好きな街で

す。昔の回覧板のように「お隣さんへ情報を共有」しな

がら密を避け、池袋の飲食店を盛り上げていきたいと思

います。

最後に、今回のコロナの影響によりお亡くなりになら

れた方々、そしてご家族様におかれましては心よりお悔

やみ申し上げます。若輩者ながらコラムをご拝読下さり

まして有難うございました。

人と触れ合う喜び

夏号の発行をおえて

落合 宏美

記：今宮 忠則

東池袋南池袋支部　株式会社落合	

～支部別会員リレーコラム～

次回は高田支部からのコラムを予定
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No.255設置協力企業・場所（2020 年 7 月現在）

次回発行日は 2020 年 10 月中ごろ予定

■豊島税務署人事異動
■島田洋七氏講演会　etc

豊島法人会広報誌 TOSHIMA は、年４回発行しております。
法人会員の方々には無料送付させていただいております。

また、一般の方でもお楽しみいただけるよう、
豊島区内のお店の店頭、会社の受付窓口などに設置しております。

Autumn 2020

号

事務局からのお知らせ
東京ディズニーリゾートⓇコーポレートプログラム
利用券について

豊島法人会では、会員の皆様の福利厚生の一助として、東京ディズ
ニーランド ®、東京ディズニーシー ®のパークチケット購入、ディズ
ニーホテルの宿泊費に利用できる東京ディズニーリゾート ®「コーポ
レートプログラム利用券」を配布しております。ご家族、社員の方
への福利厚生にご利用ください。平成 30 年度分の「コーポレートプ
ログラム利用券」は数に限りがございますので、お早目にお申し込
み下さい。（1社上限 5枚まで）

一般定期健診・生活習慣病健診について

豊島法人会では（医社）絆アーバンハイツクリニック並びに（一財）全
日本労働福祉協会と提携し、会員やその従業員・ご家族を対象に会
員特別価格で健康診断を行っております。アーバンハイツクリニッ
クは通年、全日本労働福祉協会は春・夏の年 2回実施しております。
アーバンハイツクリニックは当会ホームページから申込用紙を印刷
し、直接お申し込みください。全日本労働福祉協会は同協会より封
書でご案内をお送りします。

決算シールについて

従来、決算法人説明会の「ご案内」
に同封しておりました「決算シー
ル」については本誌裏表紙に印
刷されている「豊島法人会会員
証」を切り取って、会員番号ご
記入の上、申告書に添付してくだ
さい。会員番号は発送時の宛名台
紙に記載しております。

公益社団法人豊島法人会事務局
〒 171-0014 東京都豊島区池袋 2-32-4
TEL　03-3985-8940　FAX　03-3985-5718
E-mail　info@toshimahojinkai.or.jp
URL　http://www.toshimahojinkai.or.jp/

お問い合わせは事務局まで

広く情報を発信していくために、広報誌の設置場所のご提供をお願いできませんか。お店の店頭、会社の受付窓口など、
皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。詳しくは、豊島法人会事務局までお問い合わせ下さい。

豊島法人会事務局　TEL	03-3985-8940　info@toshimahojinkai.or.jp

■東池袋
紙のたかむら
大同生命保険㈱池袋支社
東京信用金庫本店営業部
巣鴨信用金庫東池袋支店
㈲東峰フォト
㈱プリオ

■南池袋
㈱石の武蔵家 
高村紙業㈱ 
エニータイムとみざわ
㈱アイ・エス・シー
西武信用金庫池袋支店 
㈲ヴィテス 
東信企業㈱ 

■上池袋
（医）豊島健康診査センター 
■西池袋
豊島都税事務所 
城北興業㈱池袋演芸場
西京信用金庫池袋支店
東京商工会議所豊島支部
豊島税務署 

■池袋
巣鴨信用金庫池袋支店 

■池袋本町
あがつまタオル㈲ 
巣鴨信用金庫池袋本町支店 
東京シティ信用金庫池袋本町支店

■南大塚
㈲いろは寿司 

東池袋1-1-2
東池袋1-5-6 アイケアビル8F
東池袋1-12-5
東池袋1-25-10
東池袋3-1-3 サンシャインワールドインポートマート1F
東池袋3-11-8サンライズ小林2F-2

南池袋1-16-20 ぬかりやビル4F
南池袋2-22-1
南池袋2-23-4
南池袋2-26-5 アイ・アンド・イー池袋ビル3F
南池袋2-28-13
南池袋2-32-13
南池袋3-13-9-101

上池袋2-5-1健康プラザとしま6F

西池袋1-17-1 豊島合同庁舎
西池袋1-23-1
西池袋1-44-1 
西池袋2-37-4 としま産業振興プラザ4F
西池袋3-33-22

池袋2-48-1 
池袋落合亭 池袋2-8-2 

池袋本町1-6-2
池袋本町2-15-14
池袋本町2-39-12

南大塚2-19-12

巣鴨信用金庫大塚支店  
㈱エスイージェー 

南大塚2-35-5
南大塚2-35-8NY ビル3F

㈱フレンドシップインターナショナル
■北大塚
巣鴨信用金庫北大塚支店 

■巣鴨
太平商事㈱ 
巣鴨信用金庫本店営業部

南大塚3-36-7 南大塚T&Tビル

北大塚2-20-1

巣鴨2-3-6-501

㈱ 大塚 巣鴨3-6-1
巣鴨2-10-2

㈱ながしま 
■駒込
㈲ティー・エヌ・コンサルティング 
日輸工業㈱ 
巣鴨信用金庫駒込支店 
巣鴨信用金庫駒込支店染井銀座出張所 

■目白

巣鴨3-28-7

駒込1-12-16 レジデンス六義園1F
駒込2-3-1 六興ビル6F
駒込3-3-20
駒込6-34-6

海鮮丼ゆたか丼丸 雑司ヶ谷店
西京信用金庫雑司が谷支店 

■雑司が谷
ユニバーサルプリント工芸㈱ 

■長崎
興産信用金庫城西支店 
巣鴨信用金庫椎名町支店 
小幡解体興業㈱ 
芳接骨院・鍼灸院 

■南長崎
東京信用金庫椎名町支店 
東京信用金庫東長崎支店 
システム・シャイン・サービス㈱ 

■要町
東京信用金庫要町支店

目白2-16-17
目白2-16-19

雑司が谷3-9-4

長崎1-9-3
長崎1-20-8
長崎2-15-8
長崎4-7-14

南長崎3-2-14
南長崎5-28-4
南長崎6-8-10

要町1-1-1

-

秋



15 新規会員募集中です。豊島法人会事務局／電話 03（3985）8940

12 日（水）～ 14 日（金） 事務局夏季休業

9日（水）～ 12 日（土） 一般定期健診・生活習慣病予防健診 サンシャインシティ文化会館ビル

17 日（木） 15:00 ～ 16:30 島田洋七氏講演会 ホテルメトロポリタン

20 日（火） 18:00 ～ 20:00 豊島法人会創立 70 周年記念式典・祝賀会 ホテルメトロポリタン

法人会スケジュール

会長あいさつ	 ���������������������� 3
With コロナ・After コロナ社会における豊島法人会の役割

区にマスク・医療用グローブを寄付�������������� 4

全国法人会総連合からお知らせ���������������� 4
第 9 回通常総会	 ���������������������� 5

第 9 回通常総会 会長表彰・会長感謝状等名簿	 ��������� 5

豊島法人会 創立 70 周年記念式典・祝賀会のご案内	������� 6

宿泊研修旅行会����������������������� 7
目白駅前献血������������������������ 8

8
月

9
月

10
月

※日程・内容については変更となる場合があります。最新情報は豊島法人会WEB サイトでご確認ください。

COVER	PHOTO
ブルーインパルス
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企業の発展を支援し

地域の振興に寄与し

国と社会の繁栄に貢献する

経営者の団体である
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